
令和４年土佐市議会第 4回定例会 質問事項 

質問１ ショウガ生産者の声について 

質問２ 日下川新規放水路供用開始に伴う右岸堤防への影響について 

質問３ 子どもが子どもでいられる街に・ヤングケアラーについて 

 

令和４年１２月１３日（火曜日）午前１０時開議 

議長（森田邦明君） ただいまより本日の会議を開きます。 

 現在の出席議員数１５名、よって会議は成立いたしました。 

 日程第１、議案第１号から第２１号まで、以上２１件を一括議題といたしま

す。 

 これより議案に対する質疑並びに一般質問を行います。 

 通告順に従いまして、発言を許します。 

 ８番野村昌枝さんの発言を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 

質問 1 

ショウガ生産者の声について 

おはようございます。議長の許可がありましたので、通告順に従いまして質問

いたします。 

 まず１番、「ショウガ生産者の声について」市長はどのように認識され、それ

に対してどのようにお考えか質問いたします。 

 今回は、生姜農家について質問しますが、これは生姜農家だけではありませ

ん。農家全体の大きな問題でありますので、よろしくお願いいたします。 

 コロナ禍以降、野菜、果物、生姜等生産者にとりましては、資材高騰も併せ

て非常に厳しい状況でございます。本市は、土佐市農業用資材等高騰対策支援

事業、農業者支援の良い取組が始まり喜ばしいことです。 

 市民の声を基にいろいろリサーチしたところ、自由競争の中とはいえ、系統

出荷、系統外出荷、団体に属していないどこで価格が決まり、農家の方は、大

きな業者さんの言われたとおりの値段、価格はどこで決まりどうなっているの

か、大きな業者さんの声で価格が決まり今年は４００円、買上げ価格はどうな

っているのか。そんな声を多くの生産者から聞きながら、農家の方が丹精込め

られて作られた作物の価格は妥当なのか、自由競争とはいえ流通の現状は、価

格設定はどうなっているのかと疑問を感じながら、こんな状況の中では農業の

持続は可能だろうか。農業はこれから日本の食の問題でもあり、国の根幹とな

る重要政策であると私は思っております。価格の設定、流通の現状、量販店、

消費者意識等々課題が多いとはいえ、最低価格の保障の必要性を強く感じます。 

 国の野菜価格安定対策事業を見ても、条件では特定産地は、土佐市はクリア

できています。でも、出荷団体では個人は認められてなくて利用できないのは

非常に残念なところです。生活のために生産しても先が見えない、このような

政策でいいのか、私は本当に申し訳なく自分たちも含めて、自分も含めて勉強

ももっとしなくちゃいけないのに、申し訳ないなと思うところでございます。 

 市長は農業のこともよく理解されております。生姜生産者の声について市長

はどのように認識され、それに対してどうお考えですか、お尋ねいたします。 

議長（森田邦明君） 板原市長長。 



市長（板原啓文君） おはようございます。野村議員さんからいただきました御質問に、お答え申し

上げます。 

 生姜における現状につきまして、高知県農業協同組合仁淀川地区とさし営農

経済センターに問合せいたしましたところ、今年度の収穫量は例年並から少し

多い状況であり、加えて他県における生姜の作付面積が増えていることから、

市場での流通量は過剰供給の状態であるとのことでございます。 

 高知県農業協同組合における受込量の見通しにつきましても、令和３年度分

の流通の低迷によって予冷庫内の保管在庫量が多く、受け込む余裕がない状況、

状態とのことでございまして、今年はこれまで高知県農業協同組合に出荷され

ている方についても、受込量をこれまで以上に増やすことは、厳しい状況であ

るとの見解が示されています。 

 また、高知県農業協同組合における生姜の引受単価は現時点におきましては

決定しておらず、今後、取引の時期や量によって価格は変動するとのことです

が、受込価格が低迷する要因の一つには、コロナ禍における外食産業の消費落

ち込みの影響を受け、業務用生姜の流通が滞り、輸入品を含む業務用在庫が市

場に流れ込んだことが引受単価の下落につながっているのではないかとの話を

いただいたところでございます。 

 このような野菜の市場価格が著しく低落した場合の補填といたしましては、

昭和５４年度から実施されてきた高知県青果物基金協会が実施主体の生姜の特

定野菜等供給産地育成価格差補給事業がございましたが、令和３年１月に加入

が中止されており、現在は、高知県農業共済組合が実施する収入保険がその対

象とお聞きしているところでございます。 

 私も零細農業経営者の一人として、原油、また肥料、資材など高騰、物価高

騰に加えまして市場価格の低迷など、農業を取り巻く環境は大変厳しい状況が

続いておりますことは十分実感、承知をいたしておるところでございます。 

 本市といたしましても、農業経営者への支援が急務と捉え、要件を満たす個

人、法人を対象に、販売金額に応じた助成金額を交付する土佐市農業資材等高

騰対策支援事業を創設し、現在申請の受付を行っているところでございます。 

 繰り返しになりますけれども、現在、本市の農業経営者が置かれている状況

は大変厳しいものであり、その支援に向け、国、県のお力添えをいただきなが

ら全力で取り組んでまいりますので、議員さんにおかれましては御支援、また

御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの１問目２回目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 市長、御答弁ありがとうございました。 

 私、先日も国の予算委員会で北海道の酪農農家について切実な質問をしてい

ました。本当に胸が痛いほどの熱い思いで大臣に訴えておりましたけれども、

どことも本当に、一次産業である農業についての政策がもう少し、もう少し検

討する時期に来ているんじゃないかなというふうに思います。今の環境条件も

さることながら、それは根本はもう少し農家を大切にするという視点でやらな

いといけないと思っております。 

 生姜の引受単価が低い状況の御答弁は市長のとおりでございます。低落した

場合の補填は収入保険で収入安定があるのは皆さん知っております。でも、収



益から、低い低い収益から高い保険料を支払うことは、ある一定以上収入がな

いと困難だということが現状のようです。多くの生産者の声が聞こえてくるの

は価格が安いからではなく、価格の設定に疑問を持たれていると私は強く感じ

るところです。 

 私はこの問題について先輩の方に相談すると、価格の設定のあるべき姿、大

きい買い付け業者が価格設定して寡占状態とみなされる、これについて生産者

は泣き寝入りをしている。生産量日本一の高知県から、生姜生産量日本一です

よね、令和２年の統計見てみましたら日本一でした。高知県からこういう慣習、

慣行は改めて、生産者を守らんといかん。それでなくても生産者は病気、風水

害、買い付けとトリプルパンチや、行政として憂慮して国、県に上げていかん

といかん。議員が取り上げんでどうすると私は叱責を受け、元気をいただきま

した。価格設定について調査も行い、生産者の声を受け止めていただきたい。

市長、そのことについて再度お聞かせください。 

議長（森田邦明君） 板原市長。 

市長（板原啓文君） 野村議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げたいと存じ

ます。 

 生姜生産につきましては、言及されましたとおり高知県が日本で一番多くて

４０％ぐらいあるというふうにお聞きをしているところでございます。その高

知県、日本一の高知県の中でも土佐市は、四万十町に次いで２番目ぐらいやと

思いますけども、そういった主要な作目であるというふうに認識をいたしてお

りまして、先ほど触れられましたように、青枯れ等のですね病気の問題があっ

たり、また災害の問題、また資材高騰などなど本当に様々なですね環境として

は非常に厳しい状況がまいっておるというふうに認識をいたしておるところで

ございます。 

 なかなかこの収入保険の問題も加入促進の取組がされておりますけども、な

かなか皆さんが入ってるかどうかというところもあったりする部分もございま

す。ただ、今日まで比較的安定した価格で推移をしてきた関係もあって、そう

いったことになっておるようでございますけれども、やはり生姜自体は昔から

変動がすごく激しい作目であるというふうなことが言われておりまして、そう

いったリスクを一定抱えた中での農業経営がやっぱり強いられる部分もあると

思います。 

 そういった中で、各農家の皆さんはやはりできるだけ高く買っていただける

所へお願いすると、系統だけではなくて系統外にもかなりの部分がこれ行って

るわけでございまして、そういった中で、やはりこういった貯蔵ができる作目

は、大体生姜は春頃が一番価格が上がってきたりするわけですけど、そういっ

た価格のえいところで一番高い所に売るというそういった仲買さんのですね操

作というのがどうしてもやっぱり出てくる作目でもございまして、そういった

これ歴史的な内容でもありますので、そういった内容にどう思うかという部分

についてはですね、なかなか私もそこまでの知見は持っておりませんけれども、

やはりその中でも農業経営に視点を持てばですね、今の様々な問題、その保険

の問題も含めてですね、これから行政としてどういった対応ができるのかにつ

いてはですねやっぱり考えていかなければならないと思いますし、間違いなく



生姜というのは土佐市の基幹産業であります農業の中にあってもですね非常に

大きな要素になるわけでございますので、前にありました青枯れ病の問題とか

そういった根茎腐敗病とかそういった病気の問題も含めて、これからしっかり

と農業振興に取り組んでいかなければならないと思います。 

 一朝一夕ではなかなかできない分もありますけれども、これから農業振興、

しっかりとですね行政といたしましても取り組んでいくことをお約束申し上げ

ましてお答えとさせていただきたいと思います。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの１問目３回目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 市長から御答弁をいただきました。 

 もう１点だけ気になるところは、私はこの寡占状態の状態を何とか打破でき

ないかなあって思うけどなかなか難しいですね。難しいですけど、いつの時代

かはここを破っていかんと、生姜に限りませんけど、なんか勉強する、自分で

リサーチしていくうちにそういうふうな皆さんの声を聞きながら思ったところ

でございました。また、市長会とかありましたらほかの、他市の状況も市長さ

ん聞きましてですね、また今後に向けて、また、市長は来期もやっていただけ

るという表明もされましたので、ぜひこの農家の声を真摯に受け止めて、慣行

を改め、産業の農業を守る政策に御尽力をいただけますよう強くお願いいたし

まして、１問目の質問を終わります。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの２問目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 

質問 2 

日下川新規放水路供用開始に

伴う右岸堤防への影響につい

て 

２問目の質問をいたします。「日下川新規放水路供用開始に伴う右岸堤防への影

響について」。現状、影響及び今後の見込みについて質問いたします。 

 仁淀川右岸堤防強化については、国土交通省に要望に出かけたり、市議会の

中でも愚直に質問してきたところです。日下川新規放水路の増設により、下流

側である土佐市への水位上昇による右岸提にどれくらい影響があるのかという

質問に対して、平成２９年９月議会、国土交通省によりますと、仁淀川河川整

備計画にあるとおり下流の新居地区、そして用石地区で河道掘削を行い、下流

の断面を広げることによって上昇分は吸収できる。床上浸水対策特別緊急事業

ですので、これらができあがる前に当該掘削が完了してもらわなければならな

い。積極的な要望活動を行っていきたい。要望するだけではなく、市でやれる

ことは取り組むということで用地課を設置して、国の委託を受けて、この用地

課は本当に奔走されて、私が質問したときにはもうはや９０％という市長答弁

でございました。 

 増水量による下流の水位についての答弁はいただけず、私は国土交通省によ

る文書、勉強会に出された資料がありましたので、宇治川ポンプの増設は毎秒

１２立方メートルですので、合わせて１３２立方メートルの増加となります。

仁淀川では洪水時には毎秒３ないし４ミリの流速がありますので、高岡堤防付

近では川幅が６００メートル以上あります。例えば、洪水時の時速毎秒３メー

トル、川幅を６００メートル、新しい放水路と宇治川のポンプ増設を合わせて

１３２立法毎秒が増量したとしたら、水位は７センチの上昇となります。洪水

時には、数メートルの洪水位の中の７センチの水位上昇ですので、影響は小さ

いと考えています。仁淀川の下流においても河道掘削などにより、流下能力の

向上対策も並行して実施しておりますので、水位上昇への影響は小さいと考え



ておりますという国土交通省の文書がございましたので、私はこれを発言した

経過があります。議事録へ残しておこうと思って発言いたしました。 

 日下川新規放水路は日高住民にとりましては本当に念願であり、来年の５月

頃、出水期には供用開始となるとお聞きしております。 

 そこで、土佐市の議員としまして、私としましては、当時国土交通省から説

明のあった用石等々の下流域の河道掘削についてまだ完了してない状況の中

で、私としても、流域住民としても、仁淀川右岸提に対する不安が現在もあり

ます。そこで、改めて現状について、市長の仁淀川右岸堤防に対するお考えを

お尋ねいたします。 

議長（森田邦明君） 板原市長。 

市長（板原啓文君） 野村議員さんからいただきました御質問に、お答え申し上げます。 

 近年、気候変動の影響等により災害が激甚化・頻発化する傾向にあり、流下

能力向上のための河道掘削や堤防の補強など、事前防災対策としての河川整備

は大変重要であると考えております。 

 仁淀川右岸堤防につきましては、国土交通省において予算を確保いただき、

仁淀川水系河川整備計画に基づき順次、浸食対策・浸透対策工事を行っていた

だいており、今月５日に発表されました国の補正予算におきまして、仁淀川大

橋の上流・下流部の高水敷整備が予算化され、浸食対策の工事を施工していた

だくこととなっております。 

 仁淀川右岸堤防に対する私の考えということでございますが、１０００年に

一度の降雨を想定したハザードマップを見せられ、また近年毎年全国で発生し

ている想定外の豪雨による水害を目の当たりにしたとき、市民の皆様にはこの

堤防は大丈夫かと不安が増している状況かと存じます。野村議員さんが常々お

っしゃっておられる構造的な問題、このことは全国的抜本的事項でございまし

て、私もほぼ同じ気持ちではありますけれども、現実的対応として、仁淀川河

川整備計画の見直しの中で、流域治水や立地適正化計画等も絡めながら、少し

ずつ着実に治水安全度を増していっていただく方途を進めたいと考えておりま

す。できるだけ早期に市民の皆さんの不安軽減を図っていければと考えておる

ところでございます。御理解をお願いしたいと思います。 

 いずれにいたしましても、まだまだ住民の皆さんの水害に対する不安を解消

するには至っていないと考えておりまして、国に対して引き続き強く要望して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの２問目２回目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） やっとうれしい答弁をありがとうございました。本当に、国土交通省は仁淀川

におきましては多くの予算が配分されていることは十分承知しております。そ

れで、工事につきましてはいつもされているって言うんですけど、近くの住民

の方は、部分的に施工はされていても全体の堤防の工事はされてないと思うよ

ということで、私たちの勉強会ではどこの部分をいつどんな工法がされている

のかねっていうことが話題になります。でも、このたびの補正予算で仁淀川大

橋上流辺りを浸食対策ですね、浸食対策をやっていただけるということですの

で、これは大きな前進で、国土交通省の所長をはじめ、市の市長さんも要望し



ていただいたおかげだと思いまして、心から感謝いたしております。皆さんも

喜ばれると思います。 

 せんだって、仁淀川堤防を考える会の会長たちと共に国土交通省に出かけ、

所長さんほかに要望してまいりました。住民としては、先ほど申し上げたよう

に河道掘削が完了してないということで、１００％いってないということで仁

淀川右岸提に対する影響があるというふうに不安を強く持っております。そこ

で市長さん、再度、影響と見込みについてお尋ねいたします。 

議長（森田邦明君） 板原市長。 

市長（板原啓文君） 野村議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げます。 

 国土交通省にお尋ねしたところ、仁淀川の河川整備状況につきましては、土

佐市に関係する部分といたしまして、新居地区の河道掘削は平成２２年に着工、

用石地区の河道掘削は平成３０年に着工、令和３年４月までに約６４億円の工

事予算を投じており、現在も工事を継続中とのことでございます。 

 また、堤防につきましては、新居地区の浸食対策が平成２６年度に完了、高

岡地区の浸透対策が平成２９年度に完了、中島・用石地区の浸透対策が令和２

年度に完了しているとのことでございます。 

 日下川の新放水路等による仁淀川の水位につきましては、平成２８年６月の

国土交通省の説明では、簡易的な計算方法により７センチの上昇ということで

ございました。 

 水位につきましては様々な計算方法があり、あくまでも参考値となりますけ

れども、河道掘削が一定程度進捗した令和２年度末時点の最新の測量データで

平成２６年の洪水の実績により詳細に計算をすると、天崎地点で約４センチ、

中島地点で約５センチの上昇となり、平成２６年の洪水で、仁淀川本川がハイ

ウォーターレベル、計画高水位でございますが、であれば天崎、中島の両地点

で約３センチの上昇となりますが、新居・西畑・用石・弘岡地区の河道掘削が

完了すれば、計画規模の洪水が発生したとしてもハイウォーターレベル以下、

計画高水位以下となるとのことでございます。 

 また、仁淀川本川の水位上昇による鎌田井筋への影響や河道掘削による塩害

等も想定されるところでございます。 

 現実には、仁淀川本川の水位も見ながら放水路が調節運営されるとお聞きし

ており、鎌田井筋の余水吐調節のデリケートなタイミングとの関係で、ほとん

ど影響としては考えられない可能性があるという見方もあるようですが、放水

されれば、より早く閉めざるを得ないなど、僅かでも影響が心配されることも

あり、国土交通省において、仁淀川水系河川整備計画に基づき、河道掘削や堤

防の補強等、上下流、左右岸のバランスを確認しながら段階的に整備を進めて

いただいておりますが、早期完成に向け、引き続き国に対して要望をしてまい

りますので、議員さんにおかれましては御理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの２問目３回目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 水位変動につきまして、平成２６年洪水の実績から詳細な計算でいくと天崎箇

所が４センチ、中島箇所が５センチ、そして仁淀川本川のハイウォーターレベ

ルでは中島・天崎箇所とも３センチになるという数値が出されました。それで、



河道掘削が進めば解消されるという内容の答弁でした。 

 私たちはいろんな不安が、相反した不安というか生じてくるんですけれども、

河道掘削の効果は非常にね、いいと思うんですけれども、その効果が大になっ

て流速が強くなることによる堤防への影響、そして相反する現象、掘削してく

ださいと言いながら相反したこと言っちゃいけないんですけど、でも海面が上

昇したときはどうなるんですかねとかいうふうな不安等もあります。 

 水を治める者は国を治めるという戦国時代の教えがあります。明治時代にな

ると洪水を川の中に閉じ込めてあふれさせないようにするために堤防を整備す

ることが本格化し、その法律も制定されました。明治、大正、昭和にかけてダ

ムをはじめ堤防が全国の河川の側に築かれてきた変遷がございます。こういっ

た治水の歴史から現在の気候変動、線状降水帯による大災害、土提の原則での

限界のある状況、予算等々、国土交通省は非常に課題が多くございますことは

よく理解しております。けれども、あまり欲張ってもいけませんので、大前進

をさせていただきましたので、影響につきましては市長から仁淀川本川、鎌田

井筋の影響、塩害が想定されるなどの、市長さんもまた先についての影響をち

ょっと気になさっているという答弁の内容でございました。私たちはもう前か

ら言っているように南海トラフの地震、洪水にも強い粘り強い堤防、モデル的

な堤防強化に向けて要望を継続してまいります。市長さんもぜひ共々によろし

くお願いいたします。 

 最後に、市長の決意をお聞かせください。 

議長（森田邦明君） 板原市長。 

市長（板原啓文君） 再度いただきました御質問に、お答え申し上げます。 

 議員さんにおかれましては、国土交通省高知河川国道事務所へ度々足を運び、

状況説明や要望等、地元住民の皆さんの声を届けていただき感謝申し上げます。 

 堤防の強化につきましては、議員さんと同じく、住民の水害に対する不安解

消のため私も大変重要であると考えております。 

 今後におきましても、河道掘削の早期完成、堤防の強化など河川のさらなる

整備につきまして、引き続き国に対して要望してまいりますので、議員さんに

おかれましては御理解、また御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの３問目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 

質問 3 

子どもが子どもでいられる街

に・ヤングケアラーについて 

３問目の質問をいたします。「子どもが子どもでいられる街に・ヤングケアラー

について」。現状、啓発、支援について質問いたします。 

 ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話な

どを日常的に行っている子供のことを言われています。子供が家事や家族の世

話をすることはごく普通のことでと言われるかもしれません。しかし、ヤング

ケアラーは年齢等に見合わない重い責任や負担を負うことで、本当なら享受で

きたはずの勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、将来に思いを巡らせる時間、

友人とのたわいない時間等々、これらの子供としての時間を引換えに家事や家

族の世話をしている。長時間に及ぶケアにより、子供の学習環境や進路にも大

きな影響を及ぼしているということが現在懸念されております。 

 高知県子ども家庭課では、今年の６月、全中高生を対象にヤングケアラーの

実態調査をしました。私も恥ずかしながら、ヤングケアラーについて自分が勉



強せんといかんと感じたのは、県議会のケーブルを見てて、この春、県議会の

若い男性の議員さんがヤングケアラーについての質問をしてて、あっ、じゃあ

県がアンケート調査をしているんだと思ってアンケート調査の結果を聞いた結

果でございました。 

 今年の６月、全中高生を対象にヤングケアラーの実態調査を実施されており

まして、対象者は３万３，７９２人、回答率は９．５％、その中でお世話をし

ている家族の有無については４００、しているていう方が４９２人、１５．３％

とあります。でも、国の実態調査のデータを見ているとこれは非常に低い数値

で５％であります。私はこの数値を見たとき、えらい高知県って、国は５％、

高知県が１５．３％、高知県の子供の生活の環境が非常に厳しい環境なのかな

というふうに気になる数値でもございました。 

 ヤングケアラーの特徴の一つは、周囲の無理解への諦めや思春期の恥ずかし

さなどから外部に自分のことを伝えることができず、孤立しがちになることで

す。背景としては、家族の病気や障害について話すことに引け目を感じ、相談

しない子供が少なくないことです。また、家族なら当たり前という風潮も問題

を隠す一因と指摘されています。同世代からの孤立などに悩む例は多いとされ

ており、子供たちのＳＯＳにいろいろな目で受け止め、子供の人権を守ってい

くことが重要です。 

 そこで、本市の現状についてお伺いします。 

議長（森田邦明君） 横山子育て支援課長。 

子育て支援課長（横山理恵君） 野村議員さんからいただきました本市のヤングケアラーの現状についての御質

問に、お答え申し上げます。 

 ヤングケアラーにつきましては、法律上の定義はなく、議員さんがおっしゃ

られましたとおり、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世

話などを日常的に行うことで負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害さ

れている可能性がある子ども、とされております。 

 今年、高知県が中高生を対象に実施しました高知県ヤングケアラー実態調査

の結果概要では、回答数３，２１８人中、家族のお世話をしている子供は１５．

３％の４９２人、そのうち、自分がやりたいと思うことができていないことが

あると答えた子供は全回答数の１．７％に当たる５５人となっております。ま

た、自分がやりたいと思うことができていないことがあると答えた子供５５人

のうち、家族の世話をしている頻度がほぼ毎日と答えた子供は４３．６％の２

４人、誰にも相談したことがないと答えた子供は６７．３％の３７人となって

おり、お世話をするのが当たり前、ヤングケアラーとしての認識がない、家庭

内のことなので誰にも相談できない、相談したくてもどこに相談したらいいの

か分からないといった状況が見受けられます。 

 御質問の本市のヤングケアラーの状況でございますが、本市独自の調査等に

よる実態把握は現在のところ行っておりませんが、高知県教育委員会が毎年小

中学校に対して行っております高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する

調査において、本年度からヤングケアラーと思われる児童生徒数の調査項目が

追加されておりまして、この調査において、学校がヤングケアラーと思われる

生徒として１名の報告があり、学校に対象の子供の状況をお聞きすると、調査



時には、両親が多忙により通常を超える手伝いをしていることが心配されてい

たということでございますが、現在はそのような状況は確認していないとお聞

きしております。 

 学校には、子供や家庭の様子でヤングケアラーの可能性がある子供がいる場

合は、子ども家庭支援センターに報告していただくようお願いしております。 

 以上でございます。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの３問目２回目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 課長、ありがとうございました。本市のヤングケアラーの現状について御答弁

いただきました。一般的にヤングケアラーの問題を取り上げても認識されてな

いのが現状のようで、御苦労されているんじゃないかと思います。本年度より

子育て支援課ができ、ここが核となり、関係機関と連携を図りいい支援ができ

るのではと私は期待するところです。もう本当に高齢者等の施策は高齢社会を

迎えるというので進んでまして、地域包括支援センターがありますよね。でも、

ヤングケアラー等、子供の相談は子ども家庭支援センターに相談できるという

ことでございますので、子供が困難を抱え込み孤立することのないように周囲

の大人がよく理解して、早期に存在に気づくことが重要となります。 

 そこで、ヤングケアラーに関する啓発と支援についてお尋ねします。 

議長（森田邦明君） 横山子育て支援課長。 

子育て支援課長（横山理恵君） 再度いただきました御質問に、お答え申し上げます。 

 昨年から放送されておりますテレビＣＭ等によりヤングケアラーという言葉

自体の認知度は向上していると思われますが、どういった子供がヤングケアラ

ーなのかなどヤングケアラーの概念につきましては、国や県がホームページへ

の掲載や支援フォーラムを開催するなど周知を図っているものの、まだまだ浸

透していない状況にあると考えております。 

 本市におきましては、小中学生に配布した家族や子供に関する相談業務の啓

発チラシの中に、相談の内容例として、家族の世話をして自分の時間がないと

いうヤングケアラーに関する項目を入れ、相談先として子ども家庭支援センタ

ーを明記し周知を図っておりますが、支援者となり得る子供と接する立場にあ

る大人への周知、啓発はまだ実施できておりません。 

 ヤングケアラーであることを子供自身が認識することは難しいとされており

ますし、県の調査結果により、外部に相談できない子供が多くいることが分か

っておりますので、まずは子供が困難を抱え込み、孤立を深めることがないよ

うに、周囲の大人がヤングケアラーに対する理解を高め、その存在に気づくこ

とができるよう、ヤングケアラーの特徴を列挙した啓発チラシの作成や学校な

どへの説明会の実施に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、ヤングケアラーへの適切な支援につきましては、それぞれの子供が置

かれている状況は様々であると考えられますので、教育や福祉、医療など、様々

な分野が一体となって支援することが重要になります。 

 県におきましては、今後、ヤングケアラーの早期発見、相談機関へのつなぎ、

多職種連携による支援、それぞれの段階において施策の強化を行っていくと伺

っておりますので、市としましても県に御指導、サポートいただきながら、福

祉、介護、医療、学校等の関係機関と連携し、効果的な支援ができる体制を構



築してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（森田邦明君） 野村昌枝さんの３問目３回目の質問を許します。 

８番議員（野村昌枝君） 本市のヤングケアラーの啓発、支援について、課長より真摯な御答弁をありが

とうございました。私は、今回のこの質問はもう現状についてだけで十分じゃ

ないかなと思って、啓発も支援も書いてたんですけれども、もうすごく勉強さ

れて、もう次の方向性が見えているようですので私は安心いたしました。 

 それで、先ほども申しました高齢社会に向けて高齢者施策は早くから取り組

まれておりますが、国もやっと来年の４月からこども家庭庁を創設されて、い

じめ、不登校、虐待等々の問題を縦割りを打破して取り組まれる。多分、この

中にもヤングケアラーが大きな位置を占めてくると思います。含まれるようで、

子供・若者政策が少しはこども家庭庁ができることによって充実をしていくの

かなと少し期待しているところですけれども、この問題は、私、人口減少問題

にも、若者の政策、経済を安定しないと出産ができないとか、全部これ施策は

人口減少にも関わる問題だと思っていますのでよろしくお願いします。 

 土佐市も機を得て、本市にもこの４月から子育て支援課がスタートしていま

すので、ヤングケアラーの支援においてはヤングケアラーであることを発見す

ることと、子供の状況や意向に応じた支援に結びつけていくことが重要です。

自分は一人でない、誰かに頼ってもいいんだと思える子供が、子供が子供でい

られるまちの実現に期待をいたしまして、質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

議長（森田邦明君） 以上で、８番野村昌枝さんの質問を終結いたします。 

 これをもって、議案に対する質疑並びに一般質問を全部終結いたします。 

 これより、議案の付託を行います。 

 ただいま議題となっております議案第１号から第２１号まで、以上２１件に

ついては、配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任

委員会に付託いたします。 

 なお、委員会は一日一委員会の開催で、委員会の会場は本議場であります。

よろしく審査をお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、１２月２０日午前１０時開議であります。定刻の御参集をお

願いいたします。 

 なお、委員会審査は、１２月１６日までに終了していただきますようお願い

いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 


